
第２２８回文化審議会文化財分科会議事要旨 

 

開催日  令和３年８月２３日（月）１１：００～１２：０８ 

 

場 所    文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階） 

 

出席者    委 員  島谷会長，佐藤委員，藤井委員，西岡委員,宮崎委員 

文化庁    高橋文部科学副大臣，次長，審議官，文化財鑑査官，文化資源活用課長，

文化財第一課長，文化財第二課長，その他関係者 

 

１．前回議事要旨確認 

 

２．文部科学大臣の審議要請について 

高橋副大臣より，文部科学大臣の審議要請について，別紙１のとおり説明があった。 

 

３．諮問・答申等 

①史跡名勝天然記念物の指定等について（報告・答申） 

山下文化財第二課長から，７月１６日に諮問があった史跡名勝天然記念物の指定等について,

７月２６日に開催された第三専門調査会における調査の報告があり，審議の結果，別紙２のと

おり答申がなされた。  

 

②史跡名勝天然記念物の現状変更について（報告・答申） 

山下文化財第二課長から，７月１６日に諮問があった史跡の現状変更について,７月２６日

に開催された第三専門調査会における調査の報告があり，審議の結果，別紙２のとおり答申が

なされた。  

 

③史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について説明があり，審

議の結果，別紙２のとおり答申がなされた。  

 

④史跡名勝天然記念物の現状変更について（諮問・答申） 

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物の現状変更について説明があり，審議の結果，

別紙２のとおり答申がなされた。  

 

 



 

 

別紙１－１ 

 

【島谷会長】   

 それでは，議事に移ります。前回議事要旨案確認，これにつきましては時間の都合上，朗読は

省略いたしまして，御意見がある場合は後ほど事務局に御連絡願います。 

 2 つ目の議題でございますが，文部科学大臣からの審議要請について，でございます。このた

び，文部科学大臣から文化審議会に対し審議要請があり，文化審議会令に基づき，文化財分科会

において審議することとなりました。本日は，萩生田大臣に代わり，高橋文部科学副大臣より審

議要請されるように伺っております。 

 それでは，高橋副大臣，審議要請案件について説明をお願いいたします。 

 

【高橋副大臣】   

副大臣の高橋です。文化財分科会の委員の皆様におかれましては，これまでも文化財保護行政

に関して熱心に御議論をいただいておりますこと，心から御礼を申し上げます。ありがとうござ

います。 

 文化財は我が国が誇る貴重な国民的財産であり，後世へ確実に引き継いでいくことは我々の責

務です。このためには，制度的な枠組みも含めて，様々な取組を不断の見直しの下に，一層充実

させていく必要があると考えています。 

 本日は，その一環として，萩生田文部科学大臣から皆様へ審議要請をさせていただきます。 

 では，大臣からの要請文を預かっておりますので，読み上げさせていただきます。 

 文化審議会の委員の皆様におかれましては，日頃より文化行政について精力的に審議いただい

ており，深く感謝申し上げます。 

 これまで文化審議会では，平成 29 年の諮問を受け，同年末に第一次答申をまとめていただきま

した。これに基づき，平成 30 年には文化財の保存活用のための地域計画を法制化するなどの制度

改正がなされ，来年度には地域計画の総策定件数が 100 件を超える見込みであるなど，地域にお

ける文化財保存活用の動きが活性化してきています。 

 また，昨年から本年にかけて開催いただいた企画調査会の報告書を踏まえて，先般，文化財保

護法が改正され，無形文化財，無形民俗文化財の登録制度が設けられるとともに，地方登録制度

が法制化されるなど，文化財の保存活用に係る制度的枠組みが整備されてきました。 

 一方で，特に建造物や美術工芸品などの有形文化財は，経年劣化が避けられず，文化財を後世

に確実に継承していくためには，定期的に修復工事を行うなど，適切に保存を図ることが重要で

すが，修理技術者の高齢化や後継者不足により，その要となる文化財保存技術の多くが断絶の危

機を迎えています。 

 加えて，文化財の修理や芸能・工芸技術といった無形文化財の「わざ」の継承のためには，天

然素材からつくられる原材料や特別な用具が不可欠ですが，修理技術者同様，生産者の減少等に

より，入手困難な状況となっています。 

 こうした状況を踏まえ，文部科学省では，文化財の修理技術者，用具や原材料の確保及び支援，

適切な周期での文化財修理のための 5 か年計画（令和 4～8 年度）として，「文化財の匠プロジェ

クト」を策定・実施することとし，具体的な検討に着手したところです。 

 この具体化に当たっては，専門的・技術的な見地からの検討や制度的な措置を含めた対応策の

検討が必要であり，また，本件については，平成 29 年の諮問のうち継続審議となっている事項で

もあることから，改めて審議を再開していただきたく，審議要請をするものです。 



 

 

 今後の審議においては，特に 3 つの観点から検討をいただきたいと考えています。 

 まず，文化財の保存技術や技能の継承，修理人材の確保及び支援の在り方についてです。担い

手の確保や後継者の養成の在り方等に関して，大学や地方自治体等との連携を含め，その支援の

方策等について，御審議いただきたいと考えています。 

 第二に，文化財の保存に必要な用具や原材料等の安定的な確保の方策についてです。文化財の

保存に必要な用具や原材料等の需給状況や流通状況等を分析するとともに，これらの分析を踏ま

えた安定確保のための制度的対応など，用具や原材料等の確保の方策について，御審議いただき

たいと考えています。 

 第三に，その他持続可能な文化財保存の在り方などの制度的対応についてです。特に有形文化

財の適切な保存のためには，適正な周期での修理が欠かせませんが，文化財修理など保存のため

の取組と活用との好循環を推進する支援の在り方や，寄附を含め多様な資金調達を促進する仕組

みの検討について，御審議いただきたいと考えています。 

 また，埋蔵文化財制度に関しても，検討をお願いします。埋蔵文化財の制度は，昭和 50 年に現

在の制度が整えられ，その後，平成 12 年に地方分権の観点から，国の権限を都道府県等へ移譲す

る対応を行ったところです。その後の埋蔵文化財をめぐる様々な課題を踏まえた対応の必要性に

ついて，検討をお願いしたく思います。 

 以上が，今回の審議要請の趣旨・内容となります。 

 積極的な御審議をいただきますよう，お願い申し上げます。 

 令和 3 年 8 月 23 日，文部科学大臣萩生田光一。 

 以上が，大臣からの審議要請となります。文化審議会文化財分科会におかれましては，この審

議要請の趣旨を踏まえて，適正な体制の下で精力的に御審議いただきますよう，どうぞよろしく

お願いをいたします。ありがとうございます。 

【島谷会長】  ありがとうございました。 

 それでは，今，大臣の要請文を代読していただきましたが，何か御意見がありますでしょうか。

また続けて御意見を言っていただく場がありますので，ここではここまでとしまして，それでは，

今回の審議要請は多岐にわたりますので，文化財分科会としての審議体制について一度検討の上，

次回の分科会において，お諮りしたいと思います。 

 高橋副大臣は御公務の都合上，ここで御退席になられます。 

 なお，冒頭で御説明したとおり，議題 3 以降は非公開案件となりますので，Webex 配信につき

ましては，ここまでとなります。準備が整うまで，いましばらくお待ちください。 

【高橋副大臣】  それでは，委員の皆様，会長，皆様，どうぞよろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。 

【島谷会長】  ありがとうございました。 

 



別紙１－２ 
 

 文化審議会の委員の皆様におかれましては、日頃より文化行政について

精力的に審議いただいており、深く感謝申し上げます。 

 これまで、文化審議会では、平成 29 年の諮問を受け、同年末に第一次

答申をまとめていただきました。これに基づき、平成 30 年には、文化財

の保存活用のための地域計画を法制化するなどの制度改正がなされ、来年

度には地域計画の総策定件数が 100 件を超える見込みであるなど、地域に

おける文化財保存活用の動きが活性化してきています。 

 また、昨年から本年にかけて開催いただいた企画調査会の報告書を踏ま

えて、先般、文化財保護法が改正され、無形文化財、無形民俗文化財の登

録制度が設けられるとともに、地方登録制度が法制化されるなど、文化財

の保存活用に係る制度的枠組みが整備されてきました。 

 一方で、特に建造物や美術工芸品などの有形文化財は、経年劣化が避け

られず、文化財を後世に確実に継承していくためには、定期的に修復工事

を行うなど適切に保存を図ることが重要ですが、修理技術者の高齢化や後

継者不足により、その要となる文化財保存技術の多くが断絶の危機を迎え

ています。 

 加えて、文化財の修理や芸能・工芸技術といった無形文化財の「わざ」

の継承のためには、天然素材から作られる原材料や特別な用具が不可欠で

すが、修理技術者同様、生産者の減少等により、入手困難な状況となって

います。 

 こうした状況を踏まえ、文部科学省では、文化財の修理技術者、用具や

原材料の確保及び支援、適切な周期での文化財修理のための５か年計画

（令和４～８年度）として、「文化財の匠プロジェクト」を策定・実施する

こととし、具体的な検討に着手したところです。 

この具体化に当たっては、専門的・技術的な見地からの検討や制度的な

措置を含めた対応策の検討が必要であり、また、本件については、平成 29

年の諮問のうち継続審議となっている事項でもあることから、改めて審議

を再開していただきたく、審議要請をするものです。 



今後の審議においては、特に、３つの観点から検討をいただきたいと考

えています。 

まず、文化財の保存技術や技能の継承、修理人材の確保及び支援の在り

方についてです。担い手の確保や後継者の養成の在り方等に関して、大学

や地方自治体等との連携を含め、その支援の方策等について、御審議いた

だきたいと考えています。 

第二に、文化財の保存に必要な用具や原材料等の安定的な確保の方策に

ついてです。文化財の保存に必要な用具や原材料等の需給状況や流通状況

等を分析するとともに、これらの分析を踏まえた安定確保のための制度的

対応など、用具や原材料等の確保の方策について御審議いただきたいと考

えています。 

第三に、その他持続可能な文化財保存の在り方などの制度的対応につい

てです。特に有形文化財の適切な保存のためには、適正な周期での修理が

欠かせませんが、文化財修理など保存のための取組と活用との好循環を推

進する支援の在り方や、寄附を含め多様な資金調達を促進する仕組みの検

討について御審議いただきたいと考えています。また、埋蔵文化財制度に

関しても、検討をお願いします。埋蔵文化財の制度は、昭和 50 年に現在

の制度が整えられ、その後、平成 12 年に地方分権の観点から国の権限を

都道府県等へ移譲する対応を行ったところです。その後の埋蔵文化財をめ

ぐる様々な課題を踏まえた対応の必要性について、検討をお願いしたく思

います。 

 

 以上が、今回の審議要請の趣旨・内容となります。 

 積極的な御審議をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

令和３年８月 23 日 

文部科学大臣  萩生田 光一 



審議要請に関する参考資料



「文化財の匠プロジェクト」の検討について

○文化財を守り継承していくために、文化財の修理等に当たる人材（修理技術者等）、用具・原材料の
確保・支援や適切な周期での文化財修理のための５か年計画（令和４～８年度）を策定・実施する。

１．文化財の修理等に当たる人材の養成と修理施設の確保

○修理技術者等の職務
環境、後継者確保に課題

○修理技術者等がその職に
専念できるような環境の
整備、人材育成が必要

【現状・目指す方向性】

○「選定保存技術」支援（５４人３９団体）の拡大
○修業期間中の後継者に対する研修経費の措置

○修理技術や用具・原材料の確保に関する調査研究や後継者
養成支援等を行う「修理調査員（仮称）」の配置による体制強化

○国立の文化財修理センター（仮称）を京都に設置

【改善方策】

２．文化財修理のための用具・原材料の確保

○重労働であり、担い手の
確保に課題

○将来の安定供給に向けた
方策や需要拡大策が必要

【現状・目指す方向性】

○支援分野（５分野）の拡大

○担い手の社会的認知向上、確保のため広報キャンペーンの実施

○安定した生産に資するよう、流通状況等の分析・新しい仕組み
の検討

【改善方策】



「文化財の匠プロジェクト」の検討について

３．適正な修理周期に沿った修理ができる事業規模を確保

○本来あるべき適正な修理
周期より遅れ、文化財の
劣化が進行

○文化財の防火・耐震対策
が急務

【現状・目指す方向性】

○適正な修理周期に沿った修理ができる事業規模を確保。
文化財の状態に応じた緊急性や文化観光資源としての
重要性に鑑み、必要な予算を計画的に確保していく。

○ 「国土強靱化計画」「文化財防火対策５か年計画」に沿って
文化財の防火・耐震対策を着実に実施。

【改善方策】



（参考資料）文化財の保存技術の断絶危機

文化財を適切な周期で修理、整備するには、そのための保存技術の継承が必要。

しかしながら、近年、これらの保存技術の後継者が不足。技術の断絶の危機を迎えている。

継承が危ぶまれる文化財保存技術

選定保存技術名称 認定年 年齢 後継者の有無

漆工品修理 平成6年 82 ○

甲冑修理 平成10年 67 ×（○）

木工品修理 平成9年 70 ×（○）

刀装（鞘）製作修理 平成30年 80 ○

表具用手漉和紙（宇陀紙）製作 平成27年 59 △

表具用手漉和紙（美栖紙）製作 平成21年 77 △

表具用手漉和紙（補修紙）製作 平成19年 72 △

唐紙製作 平成29年 73 △

本藍染 平成8年 79 ○

金銀糸・平箔製作 平成29年 70 △

時代裂用綜絖製作 平成30年 74 △

美術工芸品錺金具製作 令和元年 59 △

表装建具製作 平成29年 76 ○

表具用刷毛製作 平成22年 79 ○

美術工芸品保存桐箱製作 平成26年 72 ×（○）

平均73歳

表具用手漉和紙（美栖紙）製作技術
（平成21年認定／保持者：上窪良二）

○後継者あり、△修行中の後継者あり、×後継者なし、
×(○)保持者に後継者はいないが、別に後継となりうる技術者がいる

主な選定保存技術と後継者の有無

美術工芸品錺金具製作
（令和元年認定／保持者：松田聖）



（参考資料）美術工芸品の修理施設の老朽化・狭隘化

昭和５４年竣工、築４１年

増大する修理案件
を実施するために
必要な作業空間・
管理空間が
不足している。

国立の文化財修理センター（仮称）の設置

文化財（美術工芸品）の修理人材、用具・原材料の確保に関する課題、及び、美術工芸品の修理拠点として
整備された京都国立博物館文化財修理所の老朽化とともに、十分な修理スペースがない等の課題がある。

修理技術や原材
料の研究が
十分に行われて
いない。

京都国立博物館修理所
和紙の原料・コウゾ

修理技術者の養成が
十分に行われていない。
10年近登録修理技術者
数は横ばい
（若年層の減少）

(一社)国宝修理装潢師連盟加盟工房修理技術者
（装潢分野）数の推移 （同連盟提供）

国指定文化財を中心とする美術工芸品の保存修理とともに、修理技術や用具・原材料確保の課題
解決のための拠点が必要。

新たな技術の開発と導入
（絹本絵画の肌裏紙除去）

文化財修理に関する研修
（イメージ）

修理工房 原料に係る調査研究の実施
（安定的供給など）



（参考資料）修理に必要な用具・原材料の不足

文化財を適切な周期で修理、整備するには、使用する用具・原材料の確保が必要。しかし近年、必要な用具・
原材料について、入手困難な状況などが深刻。

入手困難な原材料・用具

主な入手困難な用具・原材料

楮（こうぞ）
生産には手間暇がかかる

トロロアオイ
楮同様、手間がかかるため、

一昨年には生産の危機に瀕した。

分野 用途など 区分 名称
装潢修理 紙 原料 楮
装潢修理 紙 材料 雁皮紙
装潢修理 紙（ネリ） 原料 トロロアオイ
装潢修理 紙（ネリ） 原料 ノリウツギ
装潢修理 紙（簀桁） 材料 簀・桁
装潢修理 紙（簀桁） 材料 竹ひご（簀用）
彫刻修理 原料 檜（特に大径木）
彫刻修理 材料 砥の粉
彫刻修理 材料 和釘
彫刻修理 接着 材料 アキニレ
甲冑修理 原料 白なめし革
甲冑修理 材料 ふすべ革
刀剣修理 材料 ホオノキ
刀剣修理 材料 研炭
漆工修理 材料 夜光貝
染織修理 原料 生糸／補修絹
染織修理 原料 桑苗
修理全般 桐箱 原料 桐
修理全般 原料 麻糸
修理全般 原料 真綿
修理全般 材料 膠
修理全般 材料 天然砥石・青砥
修理全般 材料 藍（染料）
修理全般 材料 紫根（染料）
修理全般 用具 刃物類（鉋、鑿、鋸等）

原
材
料
の
生
産
は
重
労
働

簀・桁
その材料となる萱（かや）・竹ひご・編糸・桁の
取手の金具なども生産量の減少に陥っている。

道具の確保も課題

装潢修理に使用する紙を一例に

絵画、書跡の装丁に使用する紙



文化財の保存には適正な周期による修理が欠かせないが、要望額に応えられていない状況。
事業期間の見通しが立たないことにより、事業者が着工に踏み切れなかったり、事業期間の延長により次の

修理事業に着工できないため、適切な周期期間に修理を実施できない等の影響が出ている。

修理周期が遅れた美術工芸品

（参考資料）文化財の劣化の進行（美術工芸品）

重要文化財（美術工芸品）：10,808件
・令和２年度要望件数：207件
・令和２年度採択件数：190件（91.8％）

適正修理周期：
50-100年（本格修理）

10年（応急修理）

適正な修理周期による修理を施すこと
ができないことから、文化財の損傷が
進む事例も多い。

また、美術工芸品の中には、1件につき、
数万点もの膨大にわたるものがある。
修理案件を選択して修理事業を継続し
ているが、完了する目処は立っていない。

重要文化財 高麗版一切経

３巻、２帖、１０１６冊。全２４年計画のうち、
第１期３年が終わったところ。

（事業期間：H30.4月～R24.3月）

重要文化財 歓喜天霊験記

折れや絵具の剥離が進んでおり、取り扱
いも困難となっている。

（事業予定：R4.4月～R7.3月）

重要文化財 白地若松模様辻が花染胴服

肩から衿、胴の部分などが裂けている。
（事業予定：R5.4月～R7.3月）

虫損や折れが著しく、特に巻末部分は細
軸のため折れが亀裂に発展している。

（事業期間：R2.4月～R4.3月）

重要文化財阿波国戸籍残巻



（参考資料）文化財の劣化の進行（建造物）

文化財建造物は、経年による劣化・破損が進行していくため、短期的には屋根の葺替え等の維持的な修理、
長期的には根本的な修理を行わなければ、文化財的な価値を維持していくことはできない。一方、近年の事業量
の増加により、修理の要望に応えられず、修理が遅れている状況。

修理周期が遅れた建造物

木造の重要文化財（建造物）：2,155件(R3,2,1現在)

・令和２年度修理要望件数： 153件

・令和２年度事業採択件数： 132件（86.3％）

現状では、文化庁に寄せられる修理の要望のす

べてには応えられておらず、修理に遅れを来して

いることから、文化財的な価値を維持するための

適正な修理周期を維持できていない。

・適正な修理周期 ： 30年（維持修理）

150年（根本修理）

・現状の修理周期 ： 41年（維持修理）

200年（根本修理）

貴重な国民的財産である文化財建造物を次世代

へ継承することは国の責務であるため、適切な

周期による保存修理が実施可能となるよう、適切

かつ安定的な事業量を確保することが必要である。

重要文化財 石城神社本殿（山口県）
屋根が腐食し、穴があいた状態
（事業期間：R3.11月～R4.11月）

重要文化財 清水寺観音堂（青森県）

茅の腐食が進行し、雨漏れが生じている
状態 （事業期間：R2.4月～R3.10月）

重要文化財 泉井上神社（大阪府）
経年劣化が進行し、退色・剥落が
進行している状態
（事業期間：R2.9月～R4.8月）

重要文化財 旧西尾家住宅（大阪府）
壁の剥落が進行し、著しく傷んでいる
状態 （事業期間：R2.6月～R12.3月）



（参考資料）文化財の劣化の進行（記念物）

近年の事業量の増加により、要望額に応えられていない状況。
事業期間の見通しが立たないことにより、事業者が着工に踏み切れなかったり、事業期間の延長により次の

修理事業に着工できない等、修理の適切な周期期間に影響が出ている。

整備周期が遅れた記念物

史跡 洲本城跡（兵庫県）
孕み出しが進み崩落の危険がある
石垣 （事業期間：H16～R33）

史跡名勝：2,269件

現状では、全ての事業要望に応えられず、
整備に遅れを来している。
（要望額に対する措置割合：５７％）

文化財的な価値を維持するための適正
な整備周期を維持できていない。

・適正な周期整備：30年
・現状の整備周期：45年

事業期間の見通しが立たないことから、
事業者が着工に踏み切れなかったり、

事業期間の延長により整備事業が遅れる
ことにより毀損が拡大し、結果的に事業費
の増加を招いている。

史跡 富田城跡（島根県）
孕み出しが進み落石防止ネットで
応急措置された石垣
（事業期間：H26～R3）

修理が必要な状況まで孕んだ状態
（計画）
事業期間：平成26年度
事業経費： 4,080万円

石垣が崩落した状態
（実績）
事業期間： 平成28年度
事業経費： 5,098万円

特別史跡五稜郭跡整備工事（石垣復旧整備）

早急に修理が必要な石垣が60ケ所確認。

１か所あたり約１千万円程度の事業費増加。



 

 

別 紙２ 

 

３－①史跡名勝天然記念物の指定等について（報告・答申） 

名    称 所  在  地 

新橋停車場跡及び高輪築堤 東京都港区 

 

②史跡名勝天然記念物の現状変更について（報告・答申） 

１件 

 

③史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

１件 

 

④史跡名勝天然記念物の現状変更について（諮問・答申） 

１１７件 


